
款 款

(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)

市税 4,732,582 2,838,045 60.0% 議会費 276,262 143,335 51.9%
地方譲与税 252,260 73,615 29.2% （ 52,055 ） （ 3,401 ） ( 6.5% )
利子割交付金 6,274 1,776 28.3% （ 3,391,975 ） （ 1,014,777 ） （ 29.9% )
配当割交付金 13,000 4,585 35.3% 3,444,030 1,018,178 29.6%
株式等譲渡所得割交付金 10,000 0 0.0% （ 383,427 ） （ 237,194 ） ( 61.9% )
地方消費税交付金 797,816 458,590 57.5% （ 6,824,019 ） （ 2,337,772 ） （ 34.3% )
自動車取得税交付金 38,136 15,526 40.7% 7,207,446 2,574,966 35.7%
地方特例交付金 16,988 16,988 100.0% （ 1,120 ） （ 900 ） ( 80.4% )
地方交付税 10,189,069 7,041,221 69.1% （ 3,261,398 ） （ 1,261,723 ） ( 38.7% )
交通安全対策特別交付金 8,900 3,783 42.5% 3,262,518 1,262,623 ( 38.7% )
分担金及び負担金 184,048 75,484 41.0% ( 963 ) ( 800 ) ( 83.1% )
使用料及び手数料 326,833 167,502 51.3% ( 19,250 ) ( 13,922 ) ( 72.3% )

（ 573,125 ） （ 283,518 ） ( 49.5% ) 20,213 14,722 72.8%

（ 2,368,763 ） （ 701,574 ） ( 29.6% ) （ 36,309 ） （ 21,975 ） ( 60.5% )

2,941,888 985,092 33.5% （ 1,758,147 ） （ 550,803 ） ( 31.3% )

（ 42,301 ） （ 38,159 ） ( 90.2% ) 1,794,456 572,778 31.9%

（ 2,092,589 ） （ 370,160 ） ( 17.7% ) （ 116,307 ） （ 35,519 ） ( 30.5% )

2,134,890 408,319 19.1% （ 1,297,365 ） （ 728,678 ） ( 56.2% )
財産収入 35,282 19,790 56.1% 1,413,672 764,197 54.1%
寄附金 30,690 11,708 38.1% （ 197,807 ） （ 90,215 ） （ 45.6% )
繰入金 1,009,868 397,403 39.4% （ 2,884,564 ） （ 346,115 ） ( 12.0% )

（ 184,672 ） （ 0 ） ( 0.0% ) 3,082,371 436,330 14.2%

（ 528,453 ） （ 0 ） ( 0.0% ) 消防費 905,508 615,466 68.0%

713,125 0 0.0% （ 436,722 ） （ 159 ） （ 0.0% )
諸収入 510,010 67,033 13.1% （ 2,412,883 ） （ 885,470 ） ( 36.7% )

（ 433,200 ） （ 500 ） ( 0.1% ) 2,849,605 885,629 31.1%

（ 2,229,852 ） （ 0 ） ( 0.0% ) （ 8,588 ） （ 8,587 ） （ 99.9% )

2,663,052 500 0.0% （ 0 ） （ 0 ） ( 0.0% )
歳入合計 47.3% 8,588 8,587 99.9%

公債費 2,282,107 1,115,136 48.9%

※３行セルの記載例 予備費 67,935 0 0.0%

（ 繰越金 ） 歳出合計 26,614,711 9,411,947 35.4%

（ 現　年 ）

合　計

款　名

土木費

繰越金

教育費

市債

災害復旧費

26,614,711 12,586,960

総務費

民生費

   衛生費

 　労働費

国庫支出金

   農林水産業費

県支出金

   商工費

１　平成28年度一般会計予算執行状況
平成２８年９月３０日現在

歳　　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

予　算　額 収入済額 収　入　率 予　算　額 支出済額 執　行　率
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収入済額 支出済額

(千円) (千円) (千円) 

国民健康保険事業特別会計
6,934,808 2,404,232 34.7% 3,119,667 45.0% △ 715,435

後期高齢者医療事業特別会計
539,785 140,239 26.0% 137,402 25.5% 2,837

介護保険事業特別会計
5,326,013 2,281,711 42.8% 2,072,010 38.9% 209,701

公有林整備事業特別会計
5,309 2,872 54.1% 105 2.0% 2,767

塩川駅西土地区画整理事業特別会計
75,510 587 0.8% 36,301 48.1% △ 35,714

農業集落排水事業特別会計
212,223 12,989 6.1% 81,675 38.5% △ 68,686

下水道事業特別会計
1,571,303 101,928 6.5% 620,363 39.5% △ 518,435

駒形財産区特別会計
8,530 12 0.1% 46 0.5% △ 34

一ノ木財産区特別会計
40,049 4 0.0% 55 0.1% △ 51

早稲谷財産区特別会計
19,464 0 0.0% 46 0.2% △ 46

２　平成28年度特別会計予算執行状況

平成２８年９月３０日現在　　

会　　　　　計　　　　　名
予　算　額

歳　　　　　入 歳　　　　　出 歳入歳出
差引額

（千円）

収入率 執行率
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塩川駅西土地区画整理事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

下水道事業特別会計

会津いいで農業協同組合

合　　　　　　　計 36,506,795,512

会津商工信用組合 414,043,547

887,837,862

市町村振興協会 636,059,416

福　島　県 229,620,546

会津信用金庫 75,076,092

福島銀行 0

大東銀行 48,016,823

水道事業会計 2,720,979,480 地方公共団体金融機構 12,468,902,177

合　　　　　　　計 36,506,795,512 東邦銀行 2,571,407,268

1,218,479,890 旧簡易生命保険資金 1,399,237,916

8,210,585,382 旧郵便貯金資金 1,221,221,287

一般会計 24,173,618,806 財政融資資金（旧資金運用部含む） 16,490,816,859

183,131,954 厚生年金 64,555,719

３　市債現在高調（会計別） ４　市債現在高調（借入先別）

平成２８年９月３０日現在　(単位：円）　 平成２８年９月３０日現在　(単位：円）　

会　　　　　　　計　　　　　　　名 現　　　在　　　高 借　　　　入　　　　先　　　　名 現　　　在　　　高
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【あ行】
・一般会計
主に福祉・教育・土木・衛生などの地方公共団体が基本的な施策を行うための会計です。施策を行うための収入には、市税・地方交付
税・国庫支出金等が充てられます。

・衛 生 費
保健衛生、環境衛生、母子保健、公害対策、塵芥処理などに関する経費です。

【か行】
・交通安全対策特別交付金
地方公共団体が必要な道路交通安全施設の設置及びその管理に必要となる経費に充てるためのもので、交通反則金の一部が市に交付され
るものです。

・国県支出金
国、県の事務、事業を行った場合や社会資本のための事業など特定の目的の財源として、国や県から交付される補助金などがこれに該当
します。

・繰 入 金
地方公共団体の各会計間、一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動のことをいいます。

・繰 越 金
会計年度が終了し、次の年度へ持ち越した金額です。当該年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて、例外的に翌年度に繰り
越して使用することができるものです。

・教 育 費
幼稚園、学校、社会教育などに関する経費です。

・公 債 費
市が学校建設、道路改良、上･下水道の整備などのために借り入れしたお金を返済するための経費です。

【さ行】
・歳　　入
会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの１年間)における一切の収入をいいます。

５　財政状況公表に係る用語の意味
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・市　　税
市に納めていただいた税金をいいます。（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税などがあります。）

・自動車取得税交付金
県が徴収した税金（自動車取得税）の一部が市へ交付されるものです。

・使用料及び手数料
使用料は、市が有する行政財産や公の施設を使用させた場合にその使用された方から納めていただくものです。（公営住宅使用料など）
手数料は、市が特定の方のために行う業務に対し納めていただくものです。（各種証明手数料など）

・財　産　収　入
市が有する財産を貸したり売却した場合などに生じる現金収入をいいます。

・諸　収　入
特定の歳入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目です。

・市　　債
建設事業等の財源を調達するために行う長期の借金のことです。市役所庁舎の建て替えや学校の耐震化、道路や上･下水道の整備などのた
め、政府資金や金融機関から借り入れています。施設は、何十年も使うもので、今、税金を納めている世代の人だけでなく、広い世代に
分けて、少しずつ負担していくことが公平であると考えているため、長期にわたり返済します。

・歳　　出
会計年度（毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間）における一切の支出をいいます。

・総 務 費
徴税、戸籍住民基本台帳、選挙などに関する経費です。

・商 工 費
商工業振興対策、中小企業振興対策、観光振興などに関する経費です。

・消 防 費
消防団運営、消防施設整備、災害対策などに関する経費です。

・災害復旧事業費
降雨、暴風、洪水、地震、その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための事業に要する経費です。
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【た行】
・特別会計
特定の収入をもって特定の施策を行うために設けられている会計です。一般会計が市税等を収入としているのに対して、介護保険料や国
民健康保険料、下水道使用料等を収入としています。会計は単一で経理をするのが理想的ですが、行政活動は広範で多岐にわたるため、
特定の目的については、特別会計を設置することで施策や資金運用の状況を明確にしています。

・地方譲与税
国に納められた税金の一部が一定の基準により市に譲与される税金をいい、自動車重量譲与税や地方揮発油譲与税がこれに該当します。

・地方消費税交付金
県が徴収した税金（地方消費税）の一部が市へ交付されるものです。

・地方特例交付金
平成１１年度の税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有するものとして国
から交付されるものです。

・地方交付税
地方自治体間の財源の不均衡を是正し、一定の行政サービスを提供するために必要な財源を保証する目的で、国が徴収する税金（所得
税、法人税、酒税、消費税等）の中から市の財政需要に応じて国から交付されるものです。

・土 木 費
道路維持、除雪、河川管理、都市計画、住宅などに関する経費です。

【な行】
・農林水産業費
農業振興、林業振興などに関する経費です。

【は行】
・分担金及び負担金
特定の利益を受けた方から徴収するものです。

【ま行】
・民 生 費
障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護などに関する経費です。

【や行】
・予 備 費
会計年度の途中において、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上し、執行機関にその
使用を委ねた目的外予算をいいます。
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